
 

 

 

 

 

 

 

共働き世帯の増加などを背景に、転勤を希望しない労働者が増加し、地域限

定正社員などの仕組みを導入する企業が多くなっていますが、新卒について

も以前から一定数、地元（Uターン）就職の希望が見られます。 

本日はマイナビの「2024年卒大学生 Uターン・地元就職に関する調査」の

中から、来春（2024年 3月）卒業予定の大学生の意識について見てみましょ

う。 

 

 地元（Uターン）就職について「希望する」と「どちらかというと希望する」

の割合は、24年卒で 62.6%となりました。 

過去 10年程度の結果と比較すると、もっともこの値が大きかったのはリー

マンショックによる雇用危機が続いていた 14年卒の 69.8%で、その後、徐々

に低下していましたが、コロナ以降、再びこの数値が上昇し、 

21年卒：54.9% 

22年卒：57.8% 

23年卒：62.6% 

24年卒：62.6% と増加しています。 

  

 これまでは雇用環境が悪い時期には競争が厳しい都市部の大手企業を避け、

地元で就職する意識が強まり、雇用環境が良いときにはその逆の傾向が見ら

れています。 

ここ数年はコロナによる環境の不透明さに加え、リモートの普及により地

元企業のセミナーや面接に気軽に参加できるようになったことが数値上昇の

原因であると考えられます。 

 

 この調査の中でも、57.9%が「セミナーの実施形式が参加申し込みに影響し

たことがある」と回答しており、45%がWEB参加 OKだったのでエントリー

することにしたセミナーがあるとしています。 

新卒採用に苦しむ地方企業は多いと思います。今後、採用力を高めるため、

ネットでの積極的な情報発信とリモートでの採用活動の工夫が求められます。 
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フリーランス新法 2023 年 4 月 28 日に成立 
 

近年、企業に雇用されず、フリーランスとして働く方が増えています。今後も副業兼業の拡大によって、こうした

働き方は増加していくことになるでしょう。そのような環境を背景に、2023年 4月 28日の参議院本会議で、「特定

受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（いわゆるフリーランス新法）が可決・成立しました。 

 

この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる

環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者（発注事業者）及び特定受託事業者（フリーランス）の取引に

ついて、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の 60日以内の支払い、募集情報の的確な

表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとされています。 

 

施行期日については、「公布の日から起算して 1年 6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされてい

ます。 

 

特定受託業務従事者に業務委託する事業者は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面または電磁的方

法により明示したり、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を

講じたりするなど、対応が必要になります。今後の情報を確認し、対応していきましょう。 

 

■対象となる当事者・取引の定義 

(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの 

(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者 

(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委

託すること 

(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの 

 

 

ひらたコラム 
阿蘇！ 言わずと知れた熊本にある日本最大級のカルデラですが、一定期間、

この広大な大地をバイクで走ることが許される期間が設けられます。 

阿蘇では草原と植林地などとの境に「防火帯」が設けられており、万が一、火

災が発生したときに延焼を防止する役割を担っています。その防火帯をバイクが

走ることで草の生育を抑制し、防火の役割を一層高めることを期待してのイベン

トです。 

そんな滅多にない機会、それも最高の季節である 5 月、もちろん参加してきま

した！ 新緑の阿蘇は美しく、レース中であるにもかかわらず停車して景色を眺

めるほどの魅力です。この絶景がずっと変わらず続きますように…。 
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